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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 

行   事 

◆ 文化財防火ゼミナールを開催 

奈良市消防局（奈良） 

 奈良市消防局では、文化財防火週間初日の平成２７年１月２３日（金）、興福寺において、市民

１２７名が参加して文化財防火ゼミナールを開催しました。 

興福寺会館において、能美防災株式会社大阪支社文化財推進室の百田茂さんから「文化財の防

災設備について」、興福寺執事長事務取扱の多川良俊さんから「興福寺の被災と復興」と題して講

演をいただき、文化財の歴史や大切さの再認識と防火防災意識の啓発・高揚を図りました。 

講演後は、国宝三重塔の周囲に設置された放水銃からの一斉放水を見学した後、国宝館に場所

を移し国宝の「阿修羅像」をはじめ多くの文化財を鑑賞しました。 

    
【文化財防火ゼミナールの様子】 

 

◆ 名古屋市消防長が東海ラジオを訪問 ～春の火災予防運動ポスター協力へのお礼～ 

名古屋市消防局（愛知） 

名古屋市消防局では、平成２７年２月９日(月)、堀場消防長が東海ラジオを訪問し、平成２７

年春の火災予防運動ポスターのモデルを務めたラジオパーソナリティの宮地
み や ち

佑
ゆ

紀生
き お

さん、神野
じ ん の

三枝
み え

さんと約３０分間、ポスター協力へのお礼と火災予防の大切さについて語り合いました。 

 堀場消防長から「ポスターで呼び掛けている住宅用火災警報器を、台所だけでなく寝室にも設

置を広めたい。」と話すと、お二人も「ラジオでリスナーの皆さんに設置を呼び掛けます！」と力

強く語ってくれました。 

      
【東海ラジオ訪問の様子】      【春の火災予防運動ポスター】 
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【ＤＭＡＴとの初の合同訓練を実施】 

【妙成寺での放水の様子】 

訓練・演習 

 

◆ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）との初の合同訓練を実施 

小樽市消防本部（北海道） 

 小樽市消防本部では、阪神・淡路大震災から２０年目を機に、平成２７年１月８日（木）、解体

予定の旧市立小樽病院を使用し、消防隊（５隊２１名）と新小樽市立病院災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ：医師１名、看護師２名、事務調整員１名）

が参加する初の合同訓練を実施しました。 

 この訓練は、解体途中の鉄筋コンクリート造６

階建の建物が、大規模な地震が発生したことで崩

落し、多数傷病者が発生したという想定で行われ

ました。刻々と変化する現場をできるだけ再現し、

ＤＭＡＴにより救出された要救助者のトリアー

ジや建物内要救助者の観察と処置、コンクリート

塊の下敷きになった要救助者への緊急医療処置

など、消防隊とＤＭＡＴとの実戦的な連携手順を

改めて確認しました。 

 今後も消防隊の技術向上及びＤＭＡＴとの連

携をさらに強化していきたいと考えています。 

 

 

◆ 文化財防火デーに伴う訓練を実施 

羽咋郡市広域圏事務組合消防本部（石川） 

羽咋郡市広域圏事務組合消防本部羽咋消防署では、平成

２７年１月２４日（土）、２５日（日）の２日間、羽咋市

内の重要文化財（豊財院、永光寺、気多大社、妙成寺）に

おいて、火災防ぎょ訓練を実施しました。 

訓練には、地元消防団、建造物の関係者及び自衛消防隊

等の総勢約２５０名が参加しました。羽咋市内の重要文化

財は２３件で、石川県内で２番目に多い保有数となってい

ます。歴史ある建造物を対象とした訓練では、日頃感じる

ことのできない緊張感があり、地域住民の宝である重要文

化財を守ろうと関係機関が相互に連携を図り懸命に取り

組みました。 

今後も、親しみがあり貴重である重要文化財を火災、震

災等の災害から守り抜く熱い思いを忘れることなく、文化

財への愛護思想の高揚に努めていきます。 
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◆ 多数傷病者対応訓練を実施 

さいたま市消防局（埼玉） 

さいたま市消防局見沼消防署及び岩槻消防署では、２月９日（月）、東大宮自動車学校において、

国際興業株式会社運輸事業部さいたま東営業所と合同で、「市内を運行中の路線バスと車両が関係

する交通事故により多数の負傷者が発生した」との想定でブラインド型の多数傷病者対応訓練を

実施しました。 

 バス運転手の１１９番通報、事故発生時における活動拠点設置、先着隊の初動体制の確立、仮

救護所の設置及び傷病者のトリアージなど実災害に即した有意義な訓練を実施することができま

した。 

今後も実戦的な訓練を継続的に実施し、更なる活動能力の向上と各部隊との連携強化を図りま

す。 

   
【多数傷病者対応訓練の様子】 

 

研 修 等 

 

◆ 国際消防救助隊員研修を実施 

高知市消防局（高知） 

 高知市消防局では、平成２７年１月１９日（月）、東消防署において、国際消防救助隊員研修を

実施しました。 

この研修は、年間を通して計画的に実施しており、国際消防救助隊登録隊員以外の職員も参加

可能な研修で、同登録隊員が外部研修等で得た最新の技術及び知識を当市消防局内全体で共有で

きる研修となっています。 

今回の研修では、ＩＮＳＡＲＡＧ（国際捜索救助諮問グループ）で導入予定の大規模災害時に

おける統一的な活動標示（マーキング）、また、ダーティーブリーチングの手法を中心に座学及び

実技を実施しました。 

今後も関係機関との合同訓練等を含め、本研修を継続していきたいと考えています。 

   
【国際消防救助隊員研修を実施】 
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【中古消防自動車等海外寄贈式の様子】

【ＡＥＤの設置に関する締結式の様子】 

そ の 他 

 

◆ 中古消防自動車等海外寄贈式を実施 

いわき市消防本部（福島） 

いわき市消防本部では、平成２７年１月２３

日（金）、中古消防自動車等海外寄贈式を実施し

ました。 

この事業は、今年度から開発途上国に対する

国際協力の推進を目的として行うもので、中古

消防ポンプ自動車３台及び救急自動車２台を寄

贈したところです。 

今後も、このような活動を積極的に継続して

いきます。 

 

 

 

 

◆ 市内の２４時間営業のコンビニにＡＥＤを設置 

長久手市消防本部（愛知） 

長久手市消防本部では、平成２７年２月９日（月）、当市内の各コンビニエンスストア事業者と

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置に関する締結式を行いました。 

これにより、平成２７年３月１日（日）から当市内にある２４時間営業の全てのコンビニエン

スストアに設置場所を提供していただき、当市がＡＥＤを設置しました。 

当市内の公共施設にＡＥＤは既に設置されていますが、閉館時などは使用できず、ＡＥＤの設

置場所においても認知度が低いことから、市民

がいつでも使用できるよう広く普及させること

が課題でした。 

今回、３６５日２４時間営業しているコンビ

ニエンスストアにＡＥＤを設置することでいつ

でも使用できるようになります。また、コンビ

ニエンスストアは看板の視認性が高いことや、

店舗の場所が広く普及していることから、ＡＥ

Ｄを持ち出しやすい環境が整います。救急車が

到着するまでの間に少しでも早くＡＥＤを活用

でき、一人でも多くの命が救われることが期待

されます。 
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◆ メールアドレスの変更について 

○ ９５０１８ さつま町消防本部（鹿児島） 

   新メールアドレス shobo-soumu@satsuma-net.jp 

  平成２７年３月６日から運用開始 

 

◆ 消防本部の住所変更等について 

 ○ ３２００９ 上野原市消防本部（山梨） 

   新住所 〒４０９－０１１５ 上野原市松留５１４番地８ 

   新電話番号  ０５５４－６２－４１１２（下線部が変更箇所） 

   ※ 理由 消防庁舎移転のため 

   平成２７年３月９日から運用開始 

 

 ○ ９４６０３ 県央地域広域市町村圏組合消防本部（長崎） 

   新住所 〒８５４－００５１ 諫早市鷲崎町２２１－１（下線部が変更箇所） 

   新メールアドレス syoubou119@kenoukumiai.nagasaki.jp 

   ※ 理由 消防庁舎移転のため 

   平成２７年３月１０日から運用開始 

 

 

 

 

消防庁通知等 

 

◆ 「令別表第１に掲げる防火対象物の取り扱いについて」の一部改正について 

（２月２７、消防予第８１号） 

予防課長より、各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長あてに次のと

おり通知されましたのでお知らせします。 

 

消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）第１条の２第２項後段の規定

については、「令別表第１に掲げる防火対象物の取り扱いについて」（昭和５０年４月１５日付

消防予第４１号・消防安第４１号。以下「４１号通知」という。）、「消防法施行令の一部を改正

する政令等の運用について」（平成２０年８月２８日消防予第 200 号）及び「消防法施行令の一

部を改正する政令等の運用について」（平成２１年３月３１日付消防予第 131 号）により解釈及

び運用をお願しているところです。 

今般、消防法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第 368 号。以下「368 号政令」と

いう。）による令の改正により、令別表第１(５)項イに掲げる防火対象物並びに(６)項イ及びハ

に掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）について、延べ面積に

かかわらず自動火災報知設備の設置が義務付けられたことから、これらの防火対象物の用途に

供される部分に対し、368 号政令等による改正後の消防用設備等に係る技術上の基準が適切に適

用されるよう、４１号通知を下記（省略）のとおり改正することとしましたので通知します。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道

府県知事にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）

に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2702/pdf/270227_yo81.pdf）に掲載されています。 

 

 

国 等 の 動 き
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◆ 消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に

供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の公布について 

（２月２７、消防予第８２号） 

予防庁次長より、各都道府県知事、各指定都市市長あてに次のとおり通知されましたのでお

知らせします。 

 

消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に

供する設備等に関する省令の一部を改正する省令（平成２７年総務省令第１０号。以下「改正

省令」という。）が平成２７年２月２７日に公布されました。 

今回の改正は、消防法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第３６８号）の施行に

当たり、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）第１条の２第２項に規

定する「従属的な部分を構成すると認められるもの」に該当しないこととした防火対象物の用

途に供される部分以外の部分における自動火災報知設備等の技術上の基準の整備を行うととも

に、火災発生時に避難が困難な者を主として入所させる有料老人ホーム等の用途に供される部

分が存する特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備の技術上の基準について所

要の規定の見直しを行うものです。 

貴職におかれましては、下記事項（省略）に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、

各都道府県知事にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を

含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2702/pdf/270227_yo82.pdf）に掲載されています。 

 

 

報道発表 

 

◆ 平成２７年度消防防災科学技術賞の作品募集（３月３日、消防庁） 

  消防庁では、消防防災科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に寄与することを目的とし

て、「消防防災科学技術賞」の作品募集をいたします。 

なお、募集の詳細につきましては、応募要領（別添）（省略）をご参照ください。 

 

【募集区分】 

(1) 消防職員・消防団員等による応募 

・｢消防防災機器等の開発・改良｣ 

・｢消防防災科学に関する論文｣ 

・｢原因調査に関する事例報告｣ 

(2) 一般による応募 

・｢消防防災機器等の開発・改良｣ 

・｢消防防災科学に関する論文｣ 

【表彰及び賞】 

審査の結果、優秀な作品には表彰状及び副賞を消防庁長官より授与します。 

【応募受付期間】 

平成２７年４月１日（水）～５月８日（金） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/03/270303_houdou_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】消防庁消防研究センター研究企画室

担当：渡邉、和田 
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◆ 第３回国連防災世界会議における消防庁の取組（３月４日、消防庁） 

  ○第３回国連防災世界会議 

平成２７年３月１４日（土）から１８日（水）まで、仙台市において第３回国連防災世界

会議が開催されます。国連防災世界会議は、国際的な防災戦略について議論する国連主催の

会議であり、第１回(1994 年、於：横浜)、第２回(2005 年、於：神戸)の会議ともに日本で開

催されています。第２回会議では、2005 年から 2015 年までの国際的な防災の取組指針である

「兵庫行動枠組」が策定されるなど、大きな成果をあげています。第３回国連防災世界会議

では、兵庫行動枠組の後継枠組の策定が行われる予定で、延べ４万人の参加者が見込まれて

います。 

（１）本体会議 

本体会議は国連主催の会議で、「兵庫行動枠組」の後継枠組の策定に向けて議論する「全体

会合」と各国の閣僚等により防災全般の展望を議論する「政府間対話」（計８セッション）、

有識者により個別のテーマについて議論する「ワーキングセッション」（計３３セッション）

で構成されます。 

（本体会議への消防庁の参画については、決定次第、別途お知らせします。） 

（２）関連事業 

会議期間中には、政府機関、地方自治体、NPO、NGO、大学、諸団体などが主催する復興防

災をテーマとしたシンポジウム・展示などの関連事業が多数開催されます。消防庁は、総合

フォーラムと、日本の優れた消防技術を紹介する消防救助演習及び消防車両等の屋外展示を

実施します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/03/270304_houdou_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況（平成27年3月1日現

在）（３月９日、消防庁） 

  平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況につき

まして、平成２７年３月１日時点の状況を第１５１報にとりまとめましたのでお知らせします。 

なお、被害報全文については、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/bn/higaihou_new.html）に掲載しています。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/03/270309_houdou_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

（本体会議及び関連事業の２について）国民保護・防災部参事官付 

担当：永作国際協力官、原口係長 

（関連事業の１について）国民保護・防災部地域防災室 

担当：岡地課長補佐、小山田事務官 

【問い合わせ先】応急対策室 

担当：五十嵐、安西、原、近藤 



8 
 

情報提供 

 

◆ 平成２６年度補正予算（第１号）に係る消防防災施設整備費補助金の交付決定（第２次分） 

（３月６日、消防庁） 

  消防庁は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）

第６条第１項の規定に基づき、消防防災施設整備費補助金について、本日、次のとおり交付決

定を行いました。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/info/2015/20150306-1.pdf）に掲載

されています。 

 

 

◆ 全国の消防本部に「高齢者住宅防火対策啓発資料、火災事例・イラスト・グラフ素材データ

集」（ＣＤ－Ｒ）を発送 

一般財団法人日本防火危機管理促進協会 

住宅防火対策推進協議会（事務局一般財団法人日本防火危機管理促進協会）では、平成２６年

度事業として、高齢者住宅防火啓発のパンフレットなどの作成に活用できる「高齢者住宅防火対

策啓発資料、火災事例・イラスト・グラフ素材データ集」（ＣＤ－Ｒ）を全国の消防本部に送付し

ました。 

内容は、①高齢者火災事例４７事例、②高齢者住宅火災ヒヤリハット事例６５事例、③住宅防

火防災のイラストデータ９７個（PDF･JPG）、④高齢者火災等に関するグラフデータとなっていま

す。 

 
【素材データ集（ＣＤ－Ｒ）】 

 

 

 

 

※ 消防庁各課室の直通電話番号は（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html）に掲載さ 

れています。 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せ下さい。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【問い合わせ先】 
住宅防火対策推進協議会 
(一財)日本防火・危機管理促進協会 
港区 虎ノ門 2-9-16 日本消防会館内 

 担当 小河原 
TEL： ０３－３５９３－２８２３  
FAX： ０３－３５９３－２８３２ 
E-mail：ogawara@boukakiki.or.jp 


